
第５次明日香村総合計画後期計画（兼 明日香村人口ビジョン・総合戦略） 

策定等支援業務委託 仕様書 

 

 この仕様書は、明日香村（以下「発注者という。」）が発注する下記の業務に関し、受託者が当該業務

を履行するために必要な事項を定めたものである。 

 

１．業務名  

第５次明日香村総合計画後期基本計画（兼 明日香村人口ビジョン・総合戦略）策定等支援業務委

託（以下「本業務」という。） 

 

２．業務の目的  

本業務は、第５次明日香村総合計画前期基本計画（以下、「前期基本計画」という。）の計画期間が

令和６年度で終了すること、また令和５年１２月２６日にデジタル田園都市国家構想総合戦略（2023

年版）（以下「国の総合戦略」という。）が閣議決定されたことから、本村が目指す「明日香まるごと

博物館づくり」を実現化するため、本村の現状（人口・土地利用・経済活動）を把握し、人口ビジョ

ンを定めた上で、より実効性が高く、かつ明日香村が明日香村らしく発展するための指針となる第５

次明日香村総合計画後期基本計画（兼 明日香村人口ビジョン・総合戦略）（以下、「後期基本計画」

という。）を策定することを目的とする。 

なお、基本計画は、第５次明日香村総合計画基本構想（令和２年度～令和１１年度）（以下、「基本

構想」という。）に基づき、具体的な取組を戦略として位置づけるものであることから、併せて基本構

想の見直しを行うものとする。 

 

３．業務の履行委託期間 

  本業務の履行期間は、契約日の翌日から令和７年３月３１日までとする。 

 

４．業務の実施 

（１）本業務は、本仕様書に基づいて実施すること。 

（２）受託者は、業務の実施にあたり、関係法令及び条例を遵守すること。 

（３）受託者は、業務の実施にあたり、本村と十分な協議を行い、その意図や目的を理解したうえで、

適切な実施体制、人員配置のもとで進めること。 

（４）受託者は、業務の進捗について、本村に対して定期的に報告を行うこと。 

（５）受託者は、業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

（６）受託者は、本委託業務の全部を第三者に再委託してはならない。 

（７）受託者は、本業務の一部を第三者に再委託するときは、あらかじめ本村に書面により報告し、本

村の承認を得ること。 

（８）本仕様書に定めのない事項や本業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、速やかに本村と協議を

行い、指示を仰ぐこと。 

 

 



５．提出書類 

  本業務の着手にあたり、受託者は契約締結後速やかに以下の書類を本村に提出し、承認を受けるも

のとする。 

（１）業務着手届 

（２）業務工程表 

（３）選任届 

（４）業務計画書 

   なお、業務計画書には以下の事項を記載すること。 

   ① 業務概要  

② 実施方針 

③ 業務工程 

④ 業務組織計画 

⑤ 打合せ計画 

⑥ その他必要な事項 

 

６．打合せ及び議事録の作成 

  業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者は本村と打合せを行い、業務進捗状況の報告、業務方

針及び疑義事項の確認を行い、その内容については受託者がその都度議事録を作成した上で、本村に

提出すること。 

 

７．資料の管理 

  受託者は、本業務において本村から貸与される資料等の重要性を認識し、資料等の破損、滅失及び

盗難等の事故のないように取扱い、使用後は速やかに返却すること。 

 

８．成果品検査 

  受託者は本業務の完了後、本村の検査を受けるものとし、本村から本業務に適合しないとして修正

の指示があった場合には、速やかに修正を行うものとする。 

 

９．成果品の管理及び帰属 

  本業務の成果品はすべて本村の帰属とし、受託者は本村の許可なく成果品などを第三者に公表また

は貸与してはならない。 

 

10．業務内容 

  本業務を遂行するため、次の業務を行うものとする。なお、業務内容は後期計画の策定及び基本構

想の改訂に必要な事項と思われる事項を示したものであり、発注者と協議の上、実施するものとす

る。また明日香村総合計画策定審議会における議論等を踏まえ、策定の過程で変更する場合がある。 

（１）基礎調査・分析の実施 

   本村の現況基礎データを収集し、類似団体、近隣市町村との比較等による本村の強み及び弱みの

分析を行う。実施内容は、次のとおりとし、発注者と協議の上、調査分析を行い、基礎調査報告書

を作成するものとする。 

 



 ① 土地利用状況 

② 定住人口・交流人口の状況 

③ 農地及び農業の状況 

④ 林地及び林業の状況 

⑤ 観光客及び観光産業の状況 

⑥ 子育て環境の状況 

⑦ 高齢者環境の状況 

⑧ 景観保全の状況 

⑨ 地域交通の状況 

（２）庁内ヒアリング等の支援業務 

基本構想及び前期基本計画における令和２年度から現在までの成果を検証及び村が目指す「明日

香まるごと博物館づくり」の実現化に向けた課題整理を行う。支援内容は、次のとおりとし、発注

者と協議の上、実施するものとする。 

・資料及び議事録の作成 

   ・意見、課題の集約及び分析 

   ・報告書の作成 

   ・後期基本計画及び基本構想改訂版へ反映することの検討 

   ・ヒアリングに関する提案、その他必要な支援 

（３）住民アンケート等の支援業務 

   発注者と協議の上、世代別や目的別で住民等の意識を把握し、分析を行い、意識調査報告書を作

成するものとする。回収率数の増加や目的別の把握を行うため、インターネット等による調査の並

用も検討するものとする。 

① 住民等に対する意識調査の企画、集計、分析等の実施。なお、対象者の抽出作業及び封入・封緘

等発送、回収作業は村で実施する。また、発送・返信用の封筒、郵送料は村で負担する。 

   ・調査数（２，１９０件を予定、回収率は４０％を想定） 

   ・調査票の設問設定 

   ・調査票のデータ入力 

   ・調査結果の集計、分析及び報告書の作成 

   ・後期基本計画及び基本構想改訂版へ調査結果を反映することの検討 

（４）住民意見交換会の運営支援業務 

基本構想に掲げている村づくりの基本方針である“村民が「健康に暮らし、次代を担う子どもた

ちが育つ村づくり」”、“全村まるごとを活用した「活力ある村づくり」”、“「明日香らしいたたずまい

を感じられる村づくり」”の３つをテーマとして設定し、テーマ別に住民意見交換会を実施するため

の運営支援を行う。２時間の会議を３回程度とする。支援内容は、次のとおりとし、発注者と協議

の上、実施するものとする。 

   ・運営方法の提案 

   ・ファシリテータ等としての会議への出席 

   ・資料及び議事録の作成 

   ・意見、課題の集約及び分析 

   ・報告書の作成 

   ・後期基本計画及び基本構想改訂版へ反映することの検討 



（５）明日香村総合計画策定審議会運営支援業務 

学識経験者や一般公募住民も含め、後期計画案及び基本構想改訂案に対し審議を行うため、審議

会の開催に伴う運営支援を行う。２時間の会議を４回程度とし、最終回を２月初旬とする。支援内

容は、次のとおりとし、発注者と協議の上、実施するものとする。 

・会議資料の作成 

   ・会議録の作成 

   ・会議運営に関する提案、その他必要な支援 

（６）明日香村人口ビジョン・総合戦略の策定支援業務 

本村における人口の現状と将来の展望を提示、また国の総合戦略を勘案し、地域の特性や魅力を

活かした地域ビジョンを構築するため、明日香村人口ビジョン・総合戦略の策定への支援を行う。

支援内容は、次のとおりとし、発注者と協議の上、実施するものとする。 

① 人口動向分析 

・時系列による人口分析 

・性別・年齢階級別の人口分析 

・地域間の人口移動分析 

  ② 将来人口の推計と分析 

   ・将来人口推計 

   ・将来人口のシミュレーション 

③ 基本目標の検討 

④ 講ずべき施策に関する基本的方向の検討 

  ⑤ 具体的施策と客観的な指標（ＫＰＩ）の設定 

（７）後期基本計画及び基本構想改訂版の作成支援業務 

上記（１）から（５）の内容を踏まえ、後期基本計画書原稿及び基本構想改訂版作成の支援を行

う。後期基本計画書原稿及び基本構想改訂版の案を令和７年１月末までに作成するものとする。支

援内容は、次のとおりとし、発注者と協議の上、実施するものとする。 

  ① 後期基本計画及び基本構想改訂版の作成支援 

   ・後期基本計画案及び基本構想改訂版案を作成する支援 

  ② パブリックコメントの実施支援 

   ・パブリックコメントを行うための資料の作成 

   ・提出された意見の分析、整理等の支援 

  ③ 後期基本計画及び基本構想改訂版の原稿作成支援 

・第５次明日香村総合計画後期基本計画（兼 明日香村人口ビジョン・総合戦略）及び基本構想

改訂版の構成案（レイアウト等）の作成 

・第５次明日香村総合計画後期基本計画（兼 明日香村人口ビジョン・総合戦略）及び基本構想

改訂版に掲載する図表、地図、イラスト、写真等の提供 

・第５次明日香村総合計画後期基本計画（兼 明日香村人口ビジョン・総合戦略）及び基本構想

改訂版の印刷原稿の作成 

    ［後期基本計画］Ａ４サイズ、カラー、１００ページ程度 

    ［基本構想改訂版］Ａ４サイズ、カラー、２０ページ程度 

※提供された図表、地図、イラスト、写真などの所有権、著作権及び利用権は本村に帰属するもの

とする。 



11．成果品の提出 

  本業務において納入する成果品は次のとおりとする。  

（１）第５次明日香村総合計画後期基本計画（兼 明日香村人口ビジョン・総合戦略）策定等支援業務

報告書  

（２）第５次明日香村総合計画後期基本計画（兼 明日香村人口ビジョン・総合戦略） 

各種原稿データ一式（修正可能な電子データ及びＰＤＦ） 

※なお、電子データは、印刷業者にそのまま渡すことのできるデータとする。 

（３）第５次明日香村総合計画基本構想改訂版 

各種原稿データ一式（修正可能な電子データ及びＰＤＦ） 

 

12．成果品納入場所 

  奈良県高市郡明日香村大字橘２１番地 

  明日香村役場 総合政策課 

  TEL ０７４４－５４－９０１８  

FAX ０７４４－５４－２４４０ 

 

13．留意事項 

（１）受注者は、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法（以下

「明日香法」という。）を十分理解するとともに、社会資本整備審議会歴史的風土部会報告を考慮す

るものとする。 

（２）受注者は、本業務において、「デジタル田園都市国家構想基本方針」及び「地方版総合戦略の策

定・効果検証のための手引き（令和５年１２月版）」に留意すること。 

（３）受注者は、作成した総合計画案等について庁内会議及び村議会等で合意を得るために協力するも

のとする。 

（４）受注者は、発注者の求めに応じ住民説明会等に出席し、資料作成、説明及び運営等の支援を行う

ものとする。 

 

14．その他 

（１）受託者は、本業務の契約履行にあたって、本業務の目的及び内容を十分に理解したうえで実施す

るものとする。 

（２）受注者は、本業務を進めるにあたり、発注者と詳細な調整を行い、承認を受けて作業を進めなけ

ればならない。 

（３）受注者は、本業務中に生じた事故に対して一切の責任を負うものとし、事故状況等を速やかに発

注者に報告し、最善の処置を行わなければならない。また、損害賠償の請求があった場合には、受

注者が自己の責任において一切を処理するものとする。 

（４）成果品の引渡し後、成果品に不備又は不良が発見された場合は、修正及び補足を行うものとし、

これにかかる経費は受託者の負担とする。 

（５）本仕様書に定めのない事項については、甲乙その都度協議して定めるものとする。  

 

 

 



【参考】各計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５次明日香村総合計画 後期基本計画 

（兼 明日香村人口ビジョン・デジタル田園都市国家構想総合戦略） 

（令和７年度～令和１１年度） 

第５次明日香村総合計画基本構想 

（令和２年度～令和１１年度） 

第５次明日香村整備計画（明日香法） 

及び 社会資本整備審議会歴史的風土部会報告 

（令和２年度～令和１１年度） 

内容の摺り合わせ 


